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 国は令和 4 年度末までにほぼ全ての国民にマイナンバーカードを行き渡らせることを目標にして

おり、各自治体において、住民の取得促進を進めているところです。そうした中、本市においても市

民の取得促進を進めており、令和 4年 1月 1日時点での取得率は全国 7位（特別区・市）と、全

国の中でも市民の取得が進んでいる自治体となっています。 

このたび、そうした高い取得率を基盤として、マイナンバーカードを利用した各種証明書のオンラ

イン申請サービスを1月 4日から開始しました。取得したマイナンバーカードを利用する機会の創出

を図るとともに、市民の行政手続きの利便性の向上が見込まれる取組となります。 

 同様の取組については、県内自治体では初の取組となりますので、報道機関の皆さまにおか

れましては、ぜひとも本市の取組について取材をお願いします。 

 

＜オンライン申請サービスの概要＞ 

  ●スマートフォン等から証明書の申請を受付、自宅に郵送で証明書を送付するサービス 

（申請時にマイナンバーカードを利用して本人確認を実施します。） 

    【オンライン申請ができる証明書】 

・住民票の写し  ・戸籍謄抄本  ・戸籍の附票  ・独身証明書  ・身分証明書 

・納税証明書   ・課税（所得）証明書  

 

＜詳細ページ＞ 

●市ホームページ（http://www.city.kinokawa.lg.jp/jouhou/smart-application.html）       

                

＜参考：マイナンバーカード取得率（令和 4 年 1 月 1日時点）＞ 

●本市：58.2％  ●全国平均：41.0％  ●県内平均：36.9％ 

●特別区・市の全国 1位（宮崎県都城市）：75.1％ 

●町村の全国 1位（大分県姫島村）：77.7％ 

 

和歌山県・紀の川市 

県内初！証明書のオンライン申請サービスを開始！ 

【本件に関する問い合わせ先】 

＜オンライン申請に関すること＞ 

紀の川市役所 企画部企画経営課（情報推進班） 担当：岩橋 

＜マイナンバーカードの普及促進に関すること＞ 

紀の川市役所 企画部企画経営課（企画経営班） 担当：西端 

TEL：0736-77-2511 FAX：0736-77-4910 E-MAIL：k030600-001@city.kinokawa.lg.jp 

マイナンバーカードを利用して行政手続きが簡単・便利に！ 


